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◎
学
校
教
育
法
の
読
替
表
【
第
十
二
条
関
係
】

（
傍
線
部
は
読
替
部
分
）

読

替

後

読

替

前

第
七
十
八
条

幼
稚
園
は
、
前
条
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
七
十
八
条

幼
稚
園
は
、
前
条
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

目
標
の
達
成
に
努
め
る
と
と
も
に
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

目
標
の
達
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条

一
～
五

（
略
）

第
六
項
に
規
定
す
る
子
育
て
支
援
事
業
（
以
下
単
に
「
子
育
て
支
援
事
業
」
と
い
う

。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

第
七
十
九
条

幼
稚
園
の
保
育
内
容
（
子
育
て
支
援
事
業
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

第
七
十
九
条

幼
稚
園
の
保
育
内
容
に
関
す
る
事
項
は
、
前
二
条
の
規
定
に
従
い
、
文

は
、
前
二
条
の
規
定
に
従
い
、
文
部
科
学
大
臣
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

部
科
学
大
臣
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
八
十
一
条

（
略
）

第
八
十
一
条

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

園
長
は
、
園
務
（
子
育
て
支
援
事
業
を
含
む
。
）
を
つ
か
さ
ど
り
、
所
属
職
員
を

③

園
長
は
、
園
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
所
属
職
員
を
監
督
す
る
。

監
督
す
る
。

④

教
頭
は
、
園
長
を
助
け
、
園
務
（
子
育
て
支
援
事
業
を
含
む
。
）
を
整
理
し
、
及

④

教
頭
は
、
園
長
を
助
け
、
園
務
を
整
理
し
、
及
び
必
要
に
応
じ
幼
児
の
保
育
を
つ

び
必
要
に
応
じ
幼
児
の
保
育
を
つ
か
さ
ど
る
。

か
さ
ど
る
。

⑤
・
⑥

（
略
）

⑤
・
⑥

（
略
）


